
【公報種別】意匠公報の訂正
【発行日】令和５年６月２９日（２０２３．６．２９）

【登録番号】意匠登録第１７４６０２２号（Ｄ１７４６０２２）
【掲載公報発行日】令和５年６月１２日（２０２３．６．１２）
【年通号数】登録公報（意匠）２０２３－１０８

【意匠分類】Ｈ１－３４３３
【出願番号】意願２０２１－２８８１２（Ｄ２０２１－２８８１２）

【訂正の要旨】【出願日】に誤りがあったので以下のとおり訂正する。
（１９）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５）【発行日】令和５年６月１２日（２０２３．６．１２）

（１２）【公報種別】意匠公報（Ｓ）
（１１）【登録番号】意匠登録第１７４６０２２号（Ｄ１７４６０２２）
（２４）【登録日】令和５年６月２日（２０２３．６．２）

（５４）【意匠に係る物品】車載機器接続用アダプタ
（５２）【意匠分類】Ｈ１－３４３３
（５１）【国際意匠分類】Ｌｏｃ（９）Ｃｌ．１３－０３

【Ｄターム】Ｈ１－３４３３ＡＡ
（２１）【出願番号】意願２０２１－２８８１２（Ｄ２０２１－２８８１２）
（２２）【出願日】平成２２年９月１５日（２０１０．９．１５）

【変更の表示】特願２０２１－２１３０１８（Ｐ２０２１－２１３０１８）の変更 　　　　
（７２）【創作者】

【氏名】目黒　和人
【住所又は居所】東京都港区芝浦４丁目１２番３３号　株式会社ユピテル内
（７３）【意匠権者】

【識別番号】３９１００１８４８
【氏名又は名称】株式会社ユピテル
【住所又は居所】東京都港区港南一丁目６番３１号

（７４）【代理人】
【識別番号】１０００９２５９８
【弁理士】

【氏名又は名称】松井　伸一
【審査官】綿貫　浩一　　

（５５）【意匠に係る物品の説明】車載機器接続用アダプタは、ケース本体Ａと、ケース本体に取り付けら
れる接続端子部Ｂと、ケース本体の接続端子部の取り付け側と反対側に取付けられる接続ケーブＣ等を備え
る。使用状態では、接続端子部は車両に設けられた車両情報を出力するＯＢＤ２コネクタに接続され、接続

ケーブルの先端側は、車載機器に直結したり、コネクタ等を設け、車載機器の本体或いは車載機器から引き
出された接続ケーブルの先に設けたコネクタ等に着脱可能に装着したりする。車載機器接続用アダプタを介
してＯＢＤ２コネクタから出力される車両情報が、車載機器に与えられる。

（５５）【意匠の説明】実線で表された部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。一
点鎖線は、意匠登録を受けようとする部分とその他の部分との境界のみを示す線である。接続ケーブルの部
分は、途中から先端側の図示を省略する。
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（５６）【参考文献】大韓民国意匠商標公報、０７－２８号、（２００７－１０－１７）、３０－０４６５

７６２、（特許庁意匠課公知資料番号ＨＨ１９４３７２０３）
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（５６）【参考文献】Ａｍａｚｏｎ．ｃｏｍ，　Ｉｎｃ．、ホームページ掲載実績あり、（特許庁意匠課公
知資料番号ＨＪ２１０６８４９８）


